    自立支援医療費（育成医療）とは、こんな制度です。
  育成医療を申請される皆様へ

坂戸市
                                                    　　　　　　 ①  主な内容

○　支払い認定を受けた身体に障害のある児童に対し、指定自立支援医療機関において　医療費の支給（現物給付が原則です）を行う制度です。

○　対象は、１８歳未満の児童で、「身体に障害があり、普通の生活をする上で支障をきたし、治療することによって改善される見込みがある者」とされています。
　
○　支給認定に当たっては、事前申請が原則です。保護者の居住地を管轄する市役所に
　医療開始前に申請してください。
　
○　支給の内容は、医療の現物給付に限られ、入院時食事療養費は自己負担となります。　補装具の使用については、申請いただければ治療用補装具の費用を支給できます。

○  自己負担金をお支払いしていただきます。
  自己負担額は、医療機関や薬局等でかかった医療費の１割となります。ただし、所得　に応じて負担金額の月額上限が設定されます。
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　※　所得区分を判定する「世帯」は、原則として加入する医療保険単位となります。
  ※　「重度かつ継続」とは、腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害・心臓機能障害（心
臓移植後の抗免疫療法に限る）の方及び医療保険の高額療養費で多数（１年以内
に同一「世帯」で３回以上）該当の方が対象となります。
　※　「低１」とは、「世帯」が市町村民税非課税であるほか、育成医療の対象となる
お子さんの保護者全員がそれぞれ、公的年金・特別児童扶養手当等を含めた収入
が年８０万円以下である場合となります。
　　


　 ② 申請書類



　○　申請に必要な書類は以下のとおりです。
    １　自立支援医療費（育成医療）支給認定申請書

    ２　自立支援（育成医療）「世帯」調書

　　３　「世帯」の方の健康保険証（お子さまと同じ健康保険に加入する方）
      （１）お子さまが健康保険・共済組合等の保険に加入の場合
　　　　　・お子さまの健康保険証
　　　　　・保険上お子さまを扶養する方の健康保険証（被保険者の方のもの）
　　　（２）お子さまが国民健康保険（市町村）・国民健康保険組合に加入の場合
          ・お子さまの健康保険証
　　　　　・お子さまと同じ「世帯」全員の健康保険証

    ４　「世帯」の方の所得確認書類
　　　　（同意書を提出して、市町村で所得を確認する場合もあります。）
　　　（１）お子さまが健康保険・共済組合等の保険に加入の場合
　　　　　・お子さまの所得確認書類
　　　　　・被保険者の方の所得確認書類
　　　（２）お子さまが国民健康保険（市町村）・国民健康保険組合に加入の場合
　　　　　・お子さまと同じ「世帯」全員の所得確認書類

    ５　自立支援医療費（育成医療）意見書

        ※　一定所得（市町村民税　所得割税額２３万５千円）以上の「世帯」の方は、
「重度かつ継続」に該当する方を除き、公費負担の対象外となります。
　　　　※　所得区分「低１」で申請を希望する場合は、上記のほか加入する保険の
種類にかかわらず、保護者全員の所得確認書類が必要です。
        ※　受給者が中学生以下の場合は、支払った自己負担金が市町村のこども医療により還付されることがあります。お住まいの市町村へお尋ねください。
　　　　※　「住宅借入金等特別税額控除」を市町村民税からも受けている方は、証明
する書類を提出してください。
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